
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名札幌地方検察庁令和2年2月29日分
一一一一吾一

ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

_－

－

うち公選法

うち公選法
－

うち公選法
■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名仙台地方検察庁令和2年1月31日分
一一÷一一

■■U■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上甲

壼件對
■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■■

－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 『当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名仙台地方検察庁

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年2月分 庁名東京地方検察庁
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

吾ULlF

うち公選法
－

一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名東京地方検察庁

令和2年2月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

日を提出期限とする通

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙 日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名さいたま地方検察庁令和2年2月29日分
今一声■凸～今一一一～●－－－一－一一二■ ●一～●－－●～ゴー一一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■0
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－

うち公選法

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名さいたま地方検察庁

令和2年2月29日分

1
番号｜ 罪名 願書受理日刑の内容氏名

’l l l１
’

I | ■■■■2

｜ ，’■■3

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から1 1月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年2月29日分 庁名千葉地方検察庁
－

年
對
上
件
朝
市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

薑Uu；

1該当

一

うち公選法
－

■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

三－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名千葉地方検察庁

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合,当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

4 ◆



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名横浜地方検察庁令和2年2月29日分
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上年

壼件對
－

うち公選法

3

うち公選法
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名横浜地方検察庁

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名水戸地方検察庁令和2年2月29日分
－

朝上年

宅北上斑

－

至りu号

－

1藍､ﾛニ ナ

うち公選法
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計 1
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名水戸地方検察庁

令和 2年2月29日分

｜ 氏名 ｜
｜ ■■■ ’

願書受理日刑の内容番号’ 罪名
1 1 ■｜ ’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年2月分 庁名宇都宮地方検察庁
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

言 一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上年

壼件對
－

昌山;

2
一 Fエーーー ､ F d 手』 － 一ゅ”～

うち公選法
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
ゴｰ ﾑﾏ一一一$ ～一 ー●

当期受理前期未済 合計
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Ｏ
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０

2 2
ｳ 「

0

守 画

０
０

２
－
０

０
－
０

も

０
０

０
－
０

0 2 2 0 0 0 2



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁

令和2年2月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名甲府地方検察庁令和2年2月10日分
■ニニーニー

－

朝上甲

詣件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

ﾆ 訂 三 r■ヱ マ 、 グー

～一～へ Pb＝■ 子b ▲ 三三～昔

1
－－－－ゴゴジーqエョーゥ字

一一一グー士 丁

1

｜ うち公選法
’

▼
，
ｊ
ｒ
９
？
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
９
：
Ｉ
。
。
。
ｒ
１
１
６
卜

－
－

1総計
■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 1 1月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名甲府地方検察庁

令和2年2月10日分

蕃号｜ 罪名 ｜ 氏名 ｜ 刑の内容 願書受理日

’’1

【記載要領I

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 1 1月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁令和2年2月28日分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

甲
對
上
件
朝
市
－

－

－

一
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ⅱ■■

総計
－

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名 静岡地方検察庁

令和2年2月28日分

願書受理日刑の内容氏名窪
－
１

罪名

’ｍ
'二二 ’2

1

4

5

6

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



●

特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

O

庁名長野地方検察庁

別紙3

令和2年2月分 一品 一吟圭～一一ゴーニーー 宮三一毛一

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

-

朝上甲

壼件對
－

二 ．－

－

デー一－一ヂクテーーーグ F ■ T～÷

ア

ブ
一

2該当

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
－

総計
－

Z :■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■

件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名長野地方検察庁

令和2年2月分

｜氏名 刑の内容番号｜ 罪名
l l

願書受理日

※｢l｣の支部分の受理について,把握が遅れてしまいました。申し訳ございません。

長野地検から上申するものは,上記の者が最終になります。

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは， その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から1 1月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名新潟地方検察庁令和2年2月28日分
一■ 宇一 一≠－－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
与 一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

うち公選法
－

二 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
一

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 1件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済jは，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名新潟地方検察庁

令和2年2月28日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙S

庁名福井地方検察庁令和2年2月 日会
一二一●L’.ｰマヘーー一コ一一一一今一一一一一二グーュザゴヂー一再ﾏｮｰｰ凸一

－

靭上年

壼件對
－

寺 F J ■ ァ●FヂウザP● 吟十 ●会▲一色士 一

－

－

’
－

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件
~ヴー一一』－÷一 一一ゴーーニゴー

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期』とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数｣と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数jとなる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福井地方検察庁

令和2年2月29日分

番号｜ 罪名 ｜氏名 刑の内容 願書受理日

1

’
n

色

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ) d

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋高等検察庁令和2年2月29日分
－

一

うち公選法

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する．

(用紙日本産業規格A4)

受理
一一へ r － 三

当期受理前期未済 合計

処理
ヨ ジ

当期上申 その他 合計

未済

件数

1 1

0

Ｏ
Ｏ

q

4

1

0

Ｏ
－
Ｏ

ｆ

．

ｮQ .

０
０

Ｏ
０

、

０
－
０

4 圭圭 ”一

J

王一FP■"

b

Ｏ
０

Ｏ
Ｏ

0 1 1
I

ol 0 0 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名名古屋高等検察庁
一一骨幹～空～ず〃”字三一一夕竺一一タケ浄一rー安創～｡ ～

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋地方検察庁令和2年2月29日タ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■~

》
洲
－
０
０
－
０
０
－
０
０
－
０

－

》

うち公選法

うち公選法

総計
■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
F･ｸﾏﾀ ｰ ◇ △ 毛℃ F ト エ『 "クタグケ ㎡ 一●分◇ず△＝

当期受理前期未済 合計

処理
字 －、 ■ ず "＝"－かF』ｰP戸今ヂ 上 旬夕づ鈩酵誤〆戸= ＝ ヶ ■｡ ｣ 一一少子少王 ﾀ ﾖﾍ丘ゴr八争 ▲ 戸 ナグ戸 －ダニ』

当期上申 その他 合計

未済

件数

0
ﾄ

2 Z
一 今 コ～ " "クー［

O O O

Ｏ
↓
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
０

２
０

１
０

１
０

０
０

O O O

O O O

1
T qu

O

O O O

O O O

O O O

O O O

Ｏ
ゞ
０

0 3 3 O O O 3



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名名古屋地方検察庁

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

の

(用紙日本産業規格A4)

、月

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名津地方検察庁令和2年2月29日分
一一二ｴ ごｰP卓 ■夕一一■甲 一エロ一一一●一三＝ごゴエーョ

コゴー－

甲
蕊
０
－

上
件

朝
一
正

= ”F 伝b d エーヘ －P ー一→』、､ ｮ 』 一 ～～

うち公選法

うち公選法
－

総計
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
r”傍 ヨ マ ≠

当期受理前期未済｜ 合計

処理
b 一一二b

当期上申 その他 合計

未済

件数

2 2

0

Ｏ
Ｏ

２
０

苧

1 1

0

グ ÷

Ｏ
Ｏ

1
－

0

０
０

千

ｆ

０
０

Ｏ
Ｏ

0 3 3 0 0 0 3



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名京都地方検察庁令和2年2月29日分
－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

うち公選法

1

うち公選法
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計 1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は， 出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
ｮ 』再 ●●画丘F 画 甲 P F■丘ク マ”丘互〃F寺子■舎酢一｡e●●争糾 F P 牌 P F 凸

当期受理前期未済 合計

処理

当期上申 その他 合計

未済

件数

０
－
０

Ｏ
《
０

Ｏ
－
Ｏ

0

1 l

心 4 p夕

Ｏ
↑
０

O

1

4 ▲

Ｏ
０

Ｏ
Ｏ

Ｏ
ゞ
０

0 l 1 0
１
１

I
0 0 1



、

別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名京都地方検察庁
pザグゥタクータ～卓 ナダクーヶクータタグジ～〆グロー釘ナーニー字ニーグタ●●一一一ダーヂザジーロニーニヂザ 一一戸～空争全一一

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 大阪地方検察庁令和2年2月29日分

■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■
－

－－

●●ｰG1■■ー－－●一一ー－－●今●●し
－－･一一一一一一～

尼 法ち公選
－

●｡､一一一.ー一‐戸･一p■■■や1■■一一~
ー●‐一一ｰ~ｰoロ一一b－■－1

I
法うち公選’

■■■■一一一一－一一●一一一
一一一－一一一■■ー守

I
－－

総計
－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考） 基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数0－件
． ． ． ． ． 、 .x I:･､ . ､ . ..f!･a . ".1． ． 、 ． ： ．. ． ､ ． ・ ・ ・ .｡． ； 、 ． ： ： 1 ．．．‐ ； ．． ・ ・ ： ・ ・・ ． ．

1

1

！【記載要領】
§ 8 F ： ． ＄ 。

1 特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受
理したものについては， （参考）欄に記載する。 ､ 、 ． .･ ､ 、 ･ ． ． ・ ． ‘ ‘ ・ 、 ・ 、 ． “

2 『当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期jとは当期前の
直近の期間を指す。 ｡ ． ‘ ； .･ ･. ‘ ‘ ． ､ ‘ ：、 ： 、 ： ． ．

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る『未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6 受理の「合計」－処理の『合計j=「未済件数」 となる。

7 管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

受理

雪羅雪緬茉蓑I
一旬一■■■ら●■一一一｡■■一一

△
ロ計

処理

~－．.~､－．－－~.~~~．.?~.~－－~一~－1－‐8

当期上申;その他I

一一一一■■■一一｡－

公陰
ロ計

未済

件数

卓 一呈"一一一 司 ’
■
ｊ
ｂ
且
■
■

－ －p一－一"一一グ壺今マーーー ＝~一一一一

0
－－

0

Ｑ
ｑ
ｑ
ｇ
●
■
■
。
■
。
。
●
●
■
屯
凸

0

0

０
｝
０

■■申｡＝●…ー●｡●■■一●‐ｰで､■■一一

6

1

6

1

3

1

3

1

３
－
０

ーC－G一一ー一ーー－－‐ 一一一一一一ー一一一－＝

0

0

0

0

０
－
０

0 6 6 31
●

■

ｏ

ｑ

0 3 3



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁大阪地方根

令和2年2月 日分

.:【記載要領】

1 当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の

弧’秘るときは,その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。 、“ ！ ； : ： ’

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 ］月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。 ､ ‐ ． ‘ ､ . . 、 、、 ‘

． ． ．． ． ： ：

3 管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

§

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし
、 ●

。
■
、

■
。
■

。
●
や



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名奈良地方検察庁令和2年2月29日分
一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－－

言UL‐

うち公選法

1

うち公選法

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計 1
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の『合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理前期未済 合計

処理
q コ 一』 " 丘ｮF一一今

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
０

Ｏ
ｌ
Ｏ

０
０

2 2

1 1

1 1

0

１
－
１

６

０
－
０

Q

ﾃﾞ

Ｏ

Ｏ

０
－
０

0 3 3
I

1 0 1 2



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名奈良地方検察庁

令和2年2月29日分

刑の内容 願書受理日氏名番号
イ

1

罪名

■■■■■■~■
一

2

､

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは， その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通

知の場合， 当期とは， 1 1月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

庁名神戸地方検察庁

別紙3

金圭旦旦笙雌
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

雲りL‐

2

－

－

2総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
｡eF凸 争 －か争■ ‐ゲe ヨ ゴ ▲ FずげP q ■凸■P伊今rP G d ”"ぴ

当期受理前期未済 合計

処理
早 ■ ■P｣ ■■丘●ザ"ダ rF■P●▲ 秒

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
Ｏ

Fや今‐ｮ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

0 5 5

0

2 1 3

0

２
０

Ｏ
Ｏ

ザ

１

◇

４

。

０
㈹
０

Ｏ
－
Ｏ

0 5 5 2 11
Ｑ

ｇ

Ｂ

3 2



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名神戸地方検察庁
ヨニニーL ， 子－－ケ全一 ～グー乳 穴十ニ ナFワヶグヂ凸ヨデ学グ △ダ 〆 一凸凸づぬP .

金韮旦皿全

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名和歌山地方検察庁令和2年2月29日分
－

－

■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■

言ULlF

うち公選法

該当
～ －一一 一

グー～b～FG －－PF少F 幸

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
ニ ニニーチ ジーョー ③セクタ 号〆

当期受理前期未済 合計

処理
■ マータFダーナー串 伊Fヶ争 凸 F

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
Ｏ

Ｏ
０

Ｏ
０

1

0

4

1 1 1

0

Ｏ
－
Ｏ

◆

０
－
０

← - e ▽子功 ＝ 律

０
－
０

Ｏ
－
Ｏ

0 1 1 1 0 1 0



L

別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名和歌山地方検察庁

令和2年2月29日分

r+t
番号’ 刑の内容 願書受理日罪名

｜1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。．

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名松江地方検察庁令和2年2月29日分
＝エーューョニ ゴ一一一～－▲－毛一一

－

■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■
~－

うち公選法

うち公選法
－

F ご 一一■ 三一

うち公選法
－

総計
■■■ﾛ■■■■■■■園■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理｣には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理前期未済 合計

処理

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
－
Ｏ

ヱ ウ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
－
Ｏ

6 6

1 1

Ｏ
０

１

１

Ｊ

凸

寺

6

1

ﾀ ﾏv F f

０
０

Ｏ
－
Ｏ

室ａ

Ｏ
０

0 6 6 O O O ⑥



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名松江地方検察庁

令和2年2月29日分

ｌ

’

’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号

1

2

3

4

5

6

罪名

I皿

牢 ロ刃弔

一

5V ，IP卿 I'，

氏名

’

伊翻i閏

刑の内容

記男jl加厩可

F翻円壺冨1

子i一」■

願書受理日

､轌萌開檸JLl謎

一U－
■■■■

孝一 田晒■ 1石Ⅱ巳

蝉蠅耀’

欄、
』元七牙戸F』」E生

LT画』

呪L_甲.F1■



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年2月分 庁名岡山地方検察庁
一

年
對
上
件
朝
市

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2

－

2
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
圭 一 可 ヨ ゴ F ."凸 ゴ P丑 ③ 寺 一 伝F d 寺 子〃一戸ｴ 金三全一合 ﾜ 執ﾃ ﾏ

当期受理前期未済 合計

処理
砧幸子÷一 二グ ヨ J F ゴー少一 ご少一 今Fｮ 聿互 畠公かﾖ 凸凸” 全 寺 ご ﾖ ﾛ ﾛ串苛 ◇々圭一寺 一 一ナ”凸

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

4 4

0

- T 寺

Ｏ
０

４
－
０

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
０

0 4 4 O O O 4



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岡山地方検察庁

令和2年2月分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名広島地方検察庁令和2年3月10日分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

三

年
遡
上
件
朝
市

■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち公選法

■■■■■I■■■■■■■■■■■■■
－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
一 寺 -割一､タェーョヴーーダー~一一王寺 "ケタ一一▲ エ ー ワョニー争▼＝ずざ凸 空 空 七全

当期受理前期未済■ 合計

処理
ｴ ～ J PF－一夕

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
Ｏ

０
０

Ｏ
Ｏ

2 2
f ザ

0

》

０
０

２
《
０

Ｏ
》
０

●
ぺ日

か→

Ｏ
Ｏ

Ｏ
－
Ｏ

0 2 2 O O O Z



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名広島地方検察庁

令和2年3月10日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名徳島地方検察庁令和2年2月29日分
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

副u；

うち公選法
－

1

0歩

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計 1
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

受理
字クグ ーマ ーーナ ヴ クダ 牌ザダヨ fご≠ q ”戸一タ マーダ全 王■グーか ﾖ 行一声ヂー■ ナニ ニr ﾖ b庁 エ” F クグ

当期受理前期未済 合計

処理
デナク -△今マニ 宰 全 子LF- J●戸"" F ″ ” 圭 ー少△圭一ﾆｰｰ ｮ ゴ も G 〆空少 ，－－～圭一

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
Ｏ

Ｏ
０

Ｏ
Ｏ

1 1

0

1 ． 写

Ｏ
、
０

1

0

Ｏ
－
Ｏ

も

Ｏ
Ｏ

Ｏ
ゞ
０

0 1 1 O O 0 1



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年2月29日分 庁名福岡高等検察庁
一

-

干密
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

うち公選法

ザ～

うち公選法

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
今ナナP 手 一三己司 ロエーーニク…ヴタテヂダF寺 -～一一～～～一宇一グごﾀ

当期受理前期未済 合計

処理
一一÷- 房 一一一コ F一宇一一～" 寺 ~凸 望 ＝碑 コマ今ゴーF っ 卓■ ﾖご互互ｮ ｸ ｰ

当期上申 その他 合計

未済

件数

1 1

0

Ｏ
０

1

0

０
０

０
０

Ｏ
－
Ｏ

一

Ｏ
－
Ｏ

Ｏ
￥
０

Ｏ
０

0 1 1 0 O O 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福岡高等検察庁

令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名福岡地方検察庁令和2年3月10日分
一

年
對
上
件
朝
市
－

1

2

うち公選法

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
_

3総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，木通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理前期未済 合計

処理
クョ ー ニp ユ

当期上申 その他 合計

未済

件数

0 7 7

0

6 6

0

1

0

0 2 2

0

0 0
寺 づｳ ◇ エ △ 凸 - . r ﾕ■▲』 △観一 芋～

0

２
－
０

血

０
－
０

＝ 一 へ ヨ ニ㎡子一卓●

Ｏ
０

Ｏ
－
Ｏ

O 9 g 5 ol 6 3



I

別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福岡地方検察庁
輯

令和2年3月10日分

’

｜

｜ ’ ｜

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号

1

2

3

4

5

6

７

8

9

10

罪名

i蝿…壱・.

母型旦旦…

巳卜吋元. 暁訂

氏名

■■■■

ﾛ■■■

■■■■

罵噂F~蝿暴:.V:i
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名長崎地方検察庁令和2年 2月 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは,11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名長崎地方検察庁
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令和2年2月29日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名熊本地方検察庁令和2年2月29日分
一 L一÷ 弓ー〃戸卓ヶ空互rrFFF 一七一一』今夕，、‐チー‐

－

－

うち公選法

1
”一 一FF少年～FFグ Fグー青 ザ会-

うち公選法

うち公選法
－:－

総計 1
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期問（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済jは，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
＝ﾀｰｰｰｮ ｰｰ弾 ▽ や 虫一一一子戸一一コ , FL一 ロー～ロー ●一 子”

当期受理前期未済 合計

処理
ﾆｸ ゴ rF 寺 二 時 ｴ ﾜ 丑 ■ ■ ▲ ﾆ ﾀ 守守 = ｮ F －F■ －－ が

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
０

Ｏ
０

Ｏ
－
Ｏ

1 1
ザ

0

ヨ ユー

０
０

1
－～

0

０
〉
０

今

Ｏ
－
Ｏ

０
０

O l l 0 0 0 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名熊本地方検察庁

令和2年1月31日分
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1記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名大分地方検察庁令和2年3月 4 日分
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは1木通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計j=「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名大分地方検察庁

令和 2年3 月 4 日分

願書受理日 ’｜氏名 刑の内容番号’ 罪名
｜｜■■■■’］
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 1 1月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)


